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昭和町ブルーメッセあきたの芝生広場に植えられた色とりどりの金魚草です。ぜひ一度ご覧ください！
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平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日
（
火
）
飯
田
川
町
公
民
館
に
お
い
て
、
第
十
五
回
合
併
協
議
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
協
議
会
に
は
、
委
員
等
二
十
二
名
が
出
席
し
、
約
三
十
人
が
傍
聴
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
石
川
会
長
は
『
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り
の
主
眼
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ

く
り
に
あ
る
。
自
治
会
、
町
内
会
等
が
活
き
生
き
と
地
域
活
動
を
展
開
し
、
ま
ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い

く
と
こ
ろ
に
新
市
建
設
計
画
に
掲
げ
る
基
本
目
標
の
根
幹
が
あ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
』
と
あ
い
さ
つ
。

決
算
の
認
定
が
行
わ
れ
、
続
い
て
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た
新
市
建
設
計
画
な
ど
三
項
目
と
新
規
協

議
事
項
の
集
会
施
設
の
取
扱
い
な
ど
四
項
目
の
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

協
議
事
項

《
継
続
協
議
》

新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て

新
市
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
基
本
方
針
と
合
併
後

十
年
間
の
主
要
施
策
や
財
政
計
画
な
ど
を
示
し
た

「
新
市
建
設
計
画
」
の
内
容
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、
県
と
正
式
協
議
を
行
い
了
承
さ
れ
次
第
、
合

併
協
議
会
へ
報
告
し
、
正
式
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。（
建
設
計
画
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

七
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

新
市
建
設
計
画
の
協
議
で
は
、
初
め
に
新
市
に
お

け
る
県
事
業
に
関
す
る
部
分
の
追
加
と
県
と
の
内
協

議
等
に
よ
る
計
画
の
一
部
修
正
の
提
案
が
さ
れ
ま
し

た
。
続
い
て
前
回
協
議
会
に
お
い
て
出
さ
れ
て
い
た

質
問
事
項
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
回
答
さ
れ
ま
し
た
。

▽
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
項
目
や
合
併
後
の
財
政
指
標

の
資
料
を
提
示
し
て
ほ
し
い
。

答

普
通
建
設
事
業
の
事
業
ご
と
の
財
源
内
訳
表
と

財
政
計
画
に
お
け
る
経
常
収
支
比
率
な
ど
の
財
政
指

標
を
資
料
と
し
て
提
示
す
る
。

▽
産
業
別
純
生
産
額
の
第
一
次
産
業
の
推
計
値
に
つ

い
て

答

第
一
次
産
業
の
推
計
値
は
、
平
成
二
十
七
年
純

生
産
額
が
減
少
す
る
も
の
の
、
就
業
者
一
人
あ
た
り

の
推
計
値
で
は
増
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
計
画
の
中

に
就
業
者
一
人
あ
た
り
の
推
計
値
を
盛
り
込
む
こ
と

に
し
た
。

▽
行
政
改
革
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
機
能
の
充
実

に
つ
い
て

答

計
画
の
中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
行
財
政
改
革
大

綱
の
策
定
、
外
部
監
査
制
度
の
導
入
、
事
業
評
価
シ

ス
テ
ム
の
構
築
等
を
推
進
し
て
い
く
。

▽
新
市
の
目
玉
と
な
る
ソ
フ
ト
事
業
に
つ
い
て

答

新
市
ま
ち
づ
く
り
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
る
事
業
が
、
新
市
の
目
玉
と
な
る
ソ

フ
ト
事
業
で
あ
る
。

そ
の
後
の
協
議
で
は
、
次
の
よ
う
な
質
問
が
出
さ

れ
ま
し
た
。

▽
新
市
の
事
業
の
方
向
付
け
を
見
定
め
な
が
ら
合
併

を
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
計
画
の
中
に
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
目
玉
と
な
る
事
業
の
予
想
さ
れ
る
年
度
に
つ

い
て
説
明
し
て
ほ
し
い
。

答

新
市
建
設
計
画
は
大
枠
を
定
め
る
も
の
で
あ

り
、
新
市
に
お
い
て
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、
総
合
発

展
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
中
で
事
業
の
実
施
年
度
を

決
定
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
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《
継
続
協
議
》

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
次
の

と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
に
つ
い
て
は
、
八
期
と

す
る
。

●
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
は
不
均

一
課
税
と
し
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
段
階
的
に
税

率
を
調
整
し
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
税
率
を
統
一

す
る
。
な
お
、
賦
課
方
式
は
、
平
成
二
十
年
度
か

ら
資
産
割
を
と
り
や
め
、
所
得
割
、
均
等
割
、
平

等
割
の
三
方
式
と
す
る
。

●
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
新
市

に
お
い
て
設
置
す
る
。

●
保
険
給
付
事
業
の
出
産
育
児
一
時
金
、
葬
祭
費
は

現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
出
産
資
金
貸
付
、
高
額

療
養
費
貸
付
は
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

●
国
民
健
康
保
険
助
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

ま
で
に
調
整
す
る
。

認定第１号
平成15年度
協議会会計決算が認定されました

・歳入合計 20,257,825円
・歳出合計 17,080,889円
・歳入歳出差引残額 3,176,936円

歳入は、3町からの負担金と任意協
議会からの繰入金が主なものです。
歳出は、協議会委員等の報酬、消耗
品等の一般事務費、新市建設計画策定
等の委託料が主なものです。
歳入歳出差引残額は、平成16年度

会計へ繰越しとなります。
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平成18年度から段階的に税�
率を調整し、平成20年度か�
ら税率を統一する。�
賦課方式は、平成20年度か�
ら資産割をとりやめ、所得�
割、均等割、平等割の３方�
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��
�
軽減額については、平準化�
（７・５・２割）により調�
整する。�
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��
�
�
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合併時は不均一課税とし、�
平成18年度から段階的に税�
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ら資産割をとりやめ、所得�
割、均等割、平等割の３方�
式とする。�
��
軽減額については、平準化�
（７・５・２割）により調�
整する。�

※第１４回協議会で確認された介護保険料（普通徴収）の納期についても、国民健康保険税と同様とします。�

具体的な調整方法�

３町国民健康保険事業の現況及び調整方法（数値については平成15年度課税分）
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第15回 合併協議会

《
継
続
協
議
》

自
治
組
織(

町
内
会
等)

の
取
扱
い
に
つ
い
て

自
治
組
織
（
町
内
会
等
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
自
治
組
織
の
名
称
及
び
区
域
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。
同
一
の
名
称
に

つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
を
図
る
。

●
会
長
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
自
治
組
織
の
育
成
・

強
化
の
必
要
性
を
考
慮
し
、
非
常
勤
の
特
別
職
と

す
る
。

●
会
長
の
職
務
及
び
連
合
組
織
に
つ
い
て
は
、当
面
、

現
行
の
と
お
り
と
し
、新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

●
自
治
活
動
に
対
す
る
助
成
及
び
広
報
等
連
絡
物
の

配
布
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
と
お
り
と
し
、
名
称
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

ま
で
に
調
整
を
図
る
。

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
に
対
す
る
助
成
に
つ
い
て

は
、
当
面
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、
新
市
に
お
い

て
調
整
す
る
。

集
会
施
設
の
取
扱
い
に
つ
い
て

集
会
施
設
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

確
認
し
ま
し
た
。

●
本
館
・
地
区
館
・
児
童
館
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
・

福
祉
施
設
等
の
維
持
管
理
及
び
新
築
・
増
築
・
修

繕
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
行
う
。

●
公
民
館
分
館
等
の
地
域
集
会
所
の
維
持
管
理
及
び

運
営
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行
の
と

お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
「
公
共
集

会
施
設
検
討
委
員
会
」（
仮
称
）
を
設
置
し
再
編

す
る
。
ま
た
、
新
築
・
増
築
・
修
繕
に
つ
い
て
は

昭
和
町
の
例
に
よ
る
。

次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
建
設
計
画
に
よ
れ
ば
、
合
併
当
初
の
三
年
間
が
財

政
的
に
厳
し
く
、
行
財
政
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
地
域
集
会
所
の
維
持
管
理
は
地
域
に
密

着
す
る
問
題
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
く
不
公
平
感

の
な
い
よ
う
に
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

▽
自
治
会
活
動
に
対
す
る
行
政
か
ら
の
手
助
け
が
な

く
な
っ
た
と
思
わ
れ
て
は
、
新
市
の
勢
い
に
水
を
さ

す
こ
と
に
な
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
の
は
新
市

の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
拙
速
に
な
ら

ず
、
十
分
、
当
事
者
と
相
談
し
な
が
ら
進
め
て
い
く

こ
と
が
必
要
と
思
う
。

公民館分館等新築・増築・修繕
に対する補助内容

◎新築・増築・大規模修繕を希望す

る町内会は

・計画書、予算案を提出

・新市で定める基準単価以内の場合

1/2補助

◎小破修繕は　

５万円以上の場合　事業費の1/2補助

天王地区　　１１自治会
湖岸地区　　　７自治会
二田地区　　１２自治会
出戸地区　　　９自治会
追分地区　　　９自治会
合計　　　４８自治会

中央地区　　１４町内会
西部地区　　　５町内会
南部地区　　　４町内会
豊川地区　　１５町内会
合計　　　３８町内会

下虻川地区　１３町内会
和田妹川地区　６町内会
金山地区　　　１町内会
飯塚地区　　　９町内会
合計　　　２９町内会

天
　
王
　
町

昭
和
町

飯
田
川
町

自治組織数（町内会等）



地
域
審
議
会
と
は
？

ミ
ニ
メ
モ

5

総
合
発
展
計
画
・
行
財
政
改
革
大
綱

の
取
扱
い
に
つ
い
て

総
合
発
展
計
画
・
行
財
政
改
革
大
綱
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

●
総
合
発
展
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
市
建
設
計
画
を

基
本
と
し
、
新
市
に
お
い
て
基
本
構
想
及
び
基
本

計
画
等
を
策
定
す
る
。

●
行
財
政
改
革
大
綱
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て

速
や
か
に
策
定
す
る
。

入
札
制
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て

入
札
制
度
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り

確
認
し
ま
し
た
。

●
入
札
制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す

る
。
た
だ
し
、
入
札
参
加
申
請
・
受
付
に
つ
い
て

は
、
天
王
町
・
飯
田
川
町
の
例
に
よ
る
。

地
域
審
議
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て

地
域
審
議
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
確
認
し
ま
し
た
。

●
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の

四
第
一
項
に
基
づ
き
、
合
併
前
の
昭
和
町
、
飯
田

川
町
の
区
域
を
単
位
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域

に
地
域
審
議
会
を
設
置
す
る
。

●
地
域
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
を
、
別
紙
の
と
お
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。

地
域
審
議
会
の
組
織
等
（
別
紙
抜
粋
）

①
昭
和
地
区
地
域
審
議
会
を
合
併
前
の
昭
和
町
の

区
域
に
、
飯
田
川
地
区
地
域
審
議
会
を
合
併
前
の

飯
田
川
町
の
区
域
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
。

②
設
置
機
関
は
合
併
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

③
委
員
は
十
五
人
以
内
と
し
、
任
期
は
二
年
と
す

る
。

④
市
長
の
諮
問
に
対
し
て
審
議
し
答
申
す
る
事
項

・
新
市
建
設
計
画
の
変
更
に
関
す
る
事
項

・
新
市
建
設
計
画
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
事
項

・
新
市
の
基
本
構
想
の
作
成
及
び
変
更
に
関
す
る

事
項

・
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
新
市
に
な
っ
て
か
ら
い
つ
で
も
設
置
で
き
る
の
で

あ
れ
ば
、
今
は
必
要
な
い
の
で
は
。
三
町
の
垣
根
を

取
り
払
う
意
味
で
も
、
設
置
せ
ず
に
進
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
。

▽
こ
の
審
議
会
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
ず

に
効
率
的
な
行
財
政
運
営
や
建
設
計
画
を
見
極
め
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
口
の
多
少
に
か
か
わ

ら
ず
住
民
の
声
を
聴
く
必
要
が
あ
る
。

▽
初
め
か
ら
一
体
感
を
持
っ
て
進
ん
で
い
く
の
が
理

想
だ
が
、
審
議
会
と
い
う
旧
町
の
意
思
が
反
映
さ
れ

る
機
会
は
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。

▽
原
則
は
旧
町
の
意
思
表
示
で
あ
り
、
旧
町
単
位

で
設
置
す
る
か
ど
う
か
主
体
的
に
判
断
で
き
る
と
い

う
内
容
で
あ
る
。
合
併
と
同
時
に
設
置
し
た
い
と
い

う
昭
和
町
、
飯
田
川
町
の
意
思
は
尊
重
す
べ
き
と
思

う
。合併後の地域住民の意見を市政に反映させると共

に各地域の振興及び均衡ある発展のため設置される

もの。合併する市町村がすべて設置する必要はない

が、旧市町村単位で設置でき、合併市町村の長の諮

問に応じて、または必要に応じて意見を述べること

ができる。また合併特例法では、合併市町村の長は、

市町村建設計画を変更しようとするとき、地域審議

会が置かれている場合には、その意見を聴かなけれ

ばならないこととされている。

地域審議会は長の附属機関であるため、合併時に

設置しなくても、新市町村において必要な場合はい

つでも条例で設けることができる。

入札参加受付内容

・申請書の有効期間は２ヶ年とし、受

付する年の１月４日から２月末日まで

を受付期間とする。

・申請書を受理した者の等級格付は、

県の等級格付を準用する。



町　名 開　催　日 開始時刻 会　場　（地区名）

７月23日（金） 午後７時 天王ことぶき荘 （天王地区）

７月26日（月） 午後７時 天王町公民館 （二田地区）

天王町 ７月28日（水） 午後７時 羽立ことぶき荘 （湖岸地区）

７月29日（木） 午後７時 出戸新町ことぶき荘 （出戸地区）

８月２日（月） 午後７時 勤労青少年ホーム （追分地区）

７月30日（金） 午後７時 豊川コミュニティ （豊川地区）

昭和町
８月４日（水） 午後７時 南部児童館 （南部地区）

８月５日（木） 午後７時 湖南交流センター （西部地区）

８月６日（金） 午後７時 レイクプラザ昭和 （中央地区）

７月27日（火） 午後７時 和田妹川公民館 （和田妹川・金山地区）

飯田川町 ７月28日（水） 午後７時 ふれあいの家 （下虻川地区）

７月29日（木） 午後７時 飯塚児童館 （飯塚地区）

6

住民のみなさんに建設計画の内容や、協議調整内容をお知らせするため住民説明

会を下記の日程表のとおり開催します。

７月中旬に各世帯に配布予定の『新市建設計画概要版』を持参の上、
ご都合のよい会場にお越し下さるようお知らせします。

合併は、住民一人ひとりに関わる大きな問題であります。一人でも多くのご来場

をお待ちしています。

住民説明会日程表
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（１）地域産業の活性化の推進

（２）子育て支援の充実と男女共同参画の推進

（３）福祉・保健サービスの充実

活力ある元気なまちづくりプロジェクト

都市一体化プロジェクト 新市を担う人づくりプロジェクト

豊かな環境を守るプロジェクト

（１）都市計画マスタープランの策定

（２）道路の整備と公共交通の充実

（３）情報化の推進

（４）庁舎の建設

（１）地域コミュニティづくりの推進

（２）文化・交流施設の整備

（３）学習環境の充実

（１）環境基本計画の策定

（２）ごみ処理施設・リサイクルプラザの整備

（３）定住環境の整備

新市まちづくりの重点プロジェクト（新市建設計画抜粋）

活き生き36000の夢づくり　～一人ひとりが輝く　ひとと環境に優しい田園都市～
を新市の将来像とし、住民一人ひとりの個性や生き方の尊重と人と環境に配慮した、田園と都市が

両立した魅力あふれるまちづくりを進めるため、さまざまな施策が盛り込まれています。

新市において特に重点的に取り組む「新市まちづくり重点プロジェクト」を紹介します。

新市建設計画は合併して誕生する潟上市のまちづくりの基本となる計画であり、３町の基本構想

等との整合性を図りながら、昨年実施された新市将来構想の住民説明会や住民アンケートの意見・

要望等を参考に、住民代表による新市計画検討委員会を経て作成されました。
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〒010－0201 南秋田郡天王町天王字上江川４７－６１０　天王町保健センター２階
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事務局

電　話　０１８－８７０－６５６６　ＦＡＸ　０１８－８７８－７２１５
http://www.tsi-gappei.jp/ E-mail：soumu@tsi-gappei.jp

●事務局●

■印刷／株式会社　塚田美術印刷

第16回合併協議会は、平成１6年７月13日（火）午後

２時から昭和町農村環境改善センターで開催します。

どなたでも傍聴できますのでお気軽においでください。

informationinformation インフォメーション

『ほっとすぽっと！』では、３町をシリーズ

で紹介しています。

伊藤与助は飯田川村下虻川（現在の飯田川町

下虻川地区）に生まれ、21歳で軍隊に入隊し、

日清戦争で手柄をたて、下賜金
か し き ん

（報奨金）をも

らって明治28年に帰郷しました。

与助は地元の若者たち数人と共同経済会を組

織し、当時衰退していた青年会の活動を再び活

性化させようと奮闘します。しかし、地元の支

持をなかなか得られず、活動は思うようにはい

きません。村の補助もない中、与助は私財をな

げうって学舎を建設し、村の小学生や生活が苦

しく学校へ通うことができない青少年を対象に

して夜学会を開きます。適当な敷地がなかった

ため、水路の上に学舎を建てたことから、水上

学舎と呼ばれました。水上学舎は粗末な建物で

風雨をしのぐだけのものでしたが、与助は夜だ

けでなく休日も休むことなく教育にあたりまし

た。手習い、そろばんを始め、農家経済、農作

業その他日常生活に必要な実学を中心に教えて

いました。近くの青少年はもちろん、遠くから

も彼を慕って生徒が集まり、常に100名以上が学

んでいたということです。その後は水上学舎だ

けでなく、各地に夜学を奨励し、他の集落にも

数多く設置しま

した。

他にも、消防

組（現在の消防

団）を組織して

初代の組頭とな

り、防火のみならず貧困者の救助を引き受ける

など力を尽くしました。

また、夜学会などで教えるかたわら、石川理

紀之助（５月号で紹介）に師事し、和歌や書に

すぐれた才能を発揮しました。優秀な弟子であ

った与助は適産調
てきさんしらべ

や九州への農村救済にも同行

し、理紀之助の講話や問答などを書き留める筆

記役も務めました。明治41年に惜しまれながら

41歳で亡くなりましたが、歌集や著作も数多く

遺しています。

飯田川町は現在、幼稚園と保育所の一体化運

営施設『若竹幼児教育センター』で心身ともに

健康で豊かな感性を持った子どもの教育に努め

ています。未来を担う子どもたちを地域全体で

教え育てることで町全体が明るくなる、与助も

そう信じていたのではないでしょうか。

③飯田川町「水上学舎
すいじょうがくしゃ

の創設者　伊藤
い と う

与助
よ す け

」

ホームページ
リニューアル
しました！


